
平成28年度 決算（見込み）について 
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平成28年度 支部別収支 

（百万円） 
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(注) 
１．年齢調整額、所得調整額、激変緩和のマイナスは、調整額を受け取る支部、プラスは調整額を出す支部。 
２．債権回収は、資格喪失後受診に係る返納金、業務上傷病による受診に係る返納金、診療報酬返還金、損害賠償金に係る債権の回収額の実績を表す。 
３．医療給付費は、東日本大震災及び熊本地震による窓口負担減免措置に伴う平成28年度の協会負担分に係る窓口負担減免額を含む。 
４．「平成26年度の収支差の精算」は、平成26年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算（健康保険法施行規則第135条の7に基づき行うもの）を表す。 
５．国の年金特別会計に係る分及び東日本大震災による窓口負担減免措置に伴う波及増分（B）が暫定値であるため、数値は今後変わりうる。 

広島支部 全国計

233,936 8,414,171

233,840 8,410,702

504 17,878

199 7,193

305 10,685

234,440 8,432,049

医療給付費（国庫補助を除く）（調整後） （注３） 120,472 4,339,502

122,436 4,339,502

122,436 4,341,333

1,831

577 0

▲2,144 0

▲397 0

10,623 383,629

84,253 3,042,757

2,978 107,553

865 31,244

793 28,629

▲119 0

0 69

219,865 7,933,382

14,575 498,667

13,808 498,667

767 0

一般分

その他収入

　激変緩和

平成26年度の収支差の精算

特別計上分（業務経費の別掲）

震災特例分（国庫補助を除く）　（Ｂ）

　年齢調整額

　所得調整額

現金給付費等（国庫補助等を除く）

前期高齢者納付金等（国庫補助を除く）

業務経費（国庫補助を除く）

一般管理費（国庫負担を除く）

その他支出

収
支
差

計

収
入

保険料収入

計

支
出

医療給付費（国庫補助を除く）
（A）-（Ｂ）

医療給付費（国庫補助を除く）　（Ａ）

計

　全国平均分

　地域差分

債権回収

債権回収以外



平成28年度 支部別収支差（地域差分）の保険料率換算 

  
  
  
  
  
  

  

支部別収支差 
（地域差分） 

総報酬額（27年度実績） 保険料率換算 

(a) (b) (a)/(b)*100 

（百万円） （百万円） （％） 

広 島 767 2,329,082 0.03 

１．平成30年度の保険料率の算定においては、平成28年度の都道府県支部ごとの収支における収支差（地域差分）について
精算する必要がある。当該収支差は、プラスの場合は収入に加算し、マイナスの場合は絶対値の額を支出に加算する。 

※ 保険料率換算は、平成28年度の総報酬額の実績に基づく参考値である。 

２．平成30年度保険料率算定の際の精算に係る保険料率は、平成28年度の支部の収支差（地域差分）を平成30年度の総報
酬額の見込額で除したものになるため、表中の保険料率換算（収支差（地域差分）を平成28年度の総報酬額の実績で除した
もの）とは異なる。 

（注） 
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■広島支部の保険料率換算値は、全国で2番目に高い。 

  0.05   1支部 
0.03   1支部（広島支部）  
0.02   3支部 
0.01   9支部 
0.00   10支部 
▲0.01  12支部 
▲0.02  4支部 
▲0.03  3支部 
▲0.04  2支部 
▲0.05  1支部 
▲0.06  1支部 
 



特別計上経費分 予算執行状況 

◆医療費適正化対策 

◆支部独自のサービス向上のための取組み 

事業名 内容 予算額 執行額 執行割合 

花粉症等の治療薬におけるジェネリック医薬品の使用促進の
効果検証 

- ￥260,000- ￥0- 0％ 

事業名 内容 予算額 執行額 執行割合 

年金事務所窓口へのテレビ電話相談機器の使用（継続） ランニングコスト、保守料 ￥310,000- ￥271,559- 87.6% 

特別計上予算枠 ￥570,000-    執行済額（合計） ￥271,559- 
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